
●就職支援ナビゲーターによる職業相談、職業紹介 

●職業相談員による就労のための総合相談 

●ハローワーク求人情報検索端末の利用（３台） 

 

 

 

 

 
 

 

 

「松阪市と三重労働局との雇用対策協定」（平成 29 年 6 月 21 日締結）に

基づき、市役所１階のハローワーク松阪「就労の広場」（求職者相談コーナー）

を拡充移転しました。ぜひお気軽にご利用ください。 

 

 

利用対象者   従来の生活困窮者等の方に加え、 

障がい者の方・子育て世代の方・高齢者の方 など 

 
できること   

 

 

 

利用時間    9時 0０分～１6時30分 

 

場 所   松阪市役所 保護自立支援課内 （庁舎本館１階⑥－2） 

        ※ATMコーナー側の市役所玄関 自動ドアから入って直進、つきあたりを右 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先  ハローワーク松阪「就労の広場」 電話 0598-25-5232 

松阪市 商工政策課 勤労消費者係 電話 0598-53-4338 


